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「高齢者（75歳以上）のための医療制度」

今までと同じ医療が受けられます。

必要な医療費の９割は公費（主に国）で負担します。

75歳以上の方に手厚い制度です。

高齢者の家計負担（保険料と一部負担）は、
医療費の１割だけです。



日本医師会 「高齢者（75歳以上）のための医療制度」（2008年5月） 2

１．７５歳以上の方は、疾病が発症するリスクが高くなっています。入院受療率は、75歳以上から急
激に高まります。また、外来受療率は75～79歳がピークになっています。

２．75歳以上では、脳血管疾患が悪性新生物を上回るようになるなど、疾病構造が異なってきます。

３．疾病が長期化しやすくなります。
例えば、脳血管疾患の場合、75歳以上では平均在院日数が100日を超えます。

なぜ75歳以上なのでしょうか？－疾病発症リスクとその構造－
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＊厚生労働省「患者調査」
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旧老人保健法は、1981年から国会で審議され、 70歳以上を対象として1982年に成立、1983年

に施行されました。
１．1980年から2005年までの間に、平均寿命は男性で5.2歳、女性で6.8歳延びました。
２．検討が始まった頃（1980年）は、70歳以上人口は5.7％でしたが、2005年には 14.3％となり、

75歳以上人口も9.1％になりました。

なぜ75歳以上なのでしょうか？－高齢者の意味合いの変化－

高齢者人口比率の変化
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日本医師会案

高齢者は保障、一般は保険で

医療費
２０兆円

公費
4.8兆円

保険料・自己
負担２０兆円

公費
5.1兆円

保険料
1.1

一般

後 期

高齢者

医療費 11.9兆円
（給付費 10.8兆円）

医療費
２０兆円

*生活保護、精神保健福祉等の公費負担医療を除いて図示。一般の医療費は最近の医療費動向からの推計。
四捨五入差があるため内訳と合計が合わないところがあります。

後期高齢者
支援金

4.7兆円

現行制度の財源

一部
負担

1

後期高齢者
支援金

4.7兆円

現在、若年世代の一般医療保険にも公費が投入されており、公的医療保険に投入されている公
費の総額は9.9兆円（国7.2兆円、地方2.7兆円）になります（5～7ページ参照） 。 これを高齢者

に集中するのです。不足分は、特別会計・独立行政法人などの見直しや新たな財源の検討で対
応します。

なぜ公費９割が可能なのでしょうか？

医療費 11.9兆円

保険料
・一部
負担
1.2

公費
5.1兆円

公費
4.8兆円

不足

保険料・自己負担
２０兆円

高齢者
（75歳

以上）

一般

（2008年度当初予算）

特別会計・独立行
政法人などの見
直しと新たな財源

の検討
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50％50％

支援金
（４０％）※※

４．７兆円

国調整交付金

（８％）※

定率国庫負担

（２５％）※

２．５兆円

定率市町村負担
（８％）※

公費補填　0.2兆

都道府県単位の広域連合

定率都道府県負担
（８％）※

保険料

０．８兆円

０．８兆円

０．９兆円

０．８兆円

高額医療費に対する支援

○ 著しい高額な医療の発生による財政
影響を緩和するため、各広域連合から
の拠出金を財源として、レセプト１件当
たり４００万円超の医療費を２００万円
超部分について、財政調整を行う。

事業規模 １９億円程度

※ 現役並み所得者については、公費負担（５０％）がなされないため、実際の割合は５０％と異なる。
※※ 国保及び政管健保の後期高齢者支援金には、別途各々５０％、１６．４％の公費負担がある。

後期高齢者医療財政の概要（案）

○ 保険料未納リスク、給付増リスク等
による後期高齢者医療広域連合の財
政影響に対応するため、国・都道府
県・広域連合（保険料）が１／３ずつ拠
出して、都道府県に設置し、貸付等を
行う。

事業規模 ２，０００億円程度

財政安定化基金

○ 高額な医療費の発生による後期高
齢者医療広域連合の財政リスクの緩
和を図るため、レセプト１件当たり８０
万円を超える医療費の部分について、
国及び都道府県が１／４ずつ負担する。

事業規模 ９８０億円程度

高額医療費に対する支援

特別高額医療費共同事業

○普通調整交付金（全体の９／１０）
広域連合間の被保険者に係る所得の
格差による財政力の不均衡を調整す
るために交付する。

○特別調整交付金（全体の１／１０）
災害その他特別の事情を考慮して交
付する。

調整交付金（国）

医療給付費等総額：１０．８兆円
（注）平成２０年度予算案ベース（満年度）

○低所得者等の保険料軽減分を公費で
補填する。
（市町村１／４、都道府県３／４）

保険基盤安定制度

厚生労働省資料より

後期高齢者医療への現状の公費負担 5.1兆円

に対す る支援

国3.3兆円

地方1.8兆円
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国保財政の現状

法定外一般会計繰入等

50％

約3，600億円
（18年度決算速報値）

財政安定化支援事業

50％

高額医療費共同事業

保険財政共同
 安定化事業

保険料

（約29，400億円）

調整交付金

（9％）※

6，700億円

定率国庫負担

（34％）※

23，100億円

都道府県調整交付金

4，800億円（7％）※

前期高齢者
交付金

23，700億円

保険者支援分

保険料軽減分

国保財政のイメージ
（20年度　予算ベース）

※ それぞれ給付費等の９％、３４％、７％の割合を基本とするが、地方単独措置に係る波及増分のカットや、保険基盤安定制度繰入金の一部に相当

する額を調整交付金としていること等から、実際の割合はこれと異なる。

○ 高額な医療費（１件８０万円以上）の
発生による国保財政の急激な影響の
緩和を図るため、各市町村国保から
の拠出金を財源として、都道府県単
位で費用負担を調整し国及び都道府
県は市町村の拠出金に対して１／４
ずつ負担。

○事業規模：２，０９０億円

高額医療費共同事業

○ 市町村国保間の保険料の平準化、
財政の安定化を図るため、平成18年
10月から１件３０万円超の医療費につ

いて、各市町村国保からの拠出金を財
源として、都道府県単位で費用負担を
調整。

保険財政共同安定化事業

【保険者支援分】低所得者数に応じ、保
険料額の一定割合を公費で補填。
事業規模：７１０億円
（市町村１／４、都道府県１／４、国１／２）

【保険料軽減分】低所得者の保険料軽
減分を公費で補填。
事業規模：３，２３０億円
（市町村１／４、都道府県３／４）

保険基盤安定制度

○普通調整交付金（７％）
市町村間の財政力の不均衡等（医療
費、所得水準）を調整するために交付。

○特別調整交付金（２%)
画一的な測定方法によって、措置でき

ない特別の事情（災害等）を考慮して
交付。

調整交付金（国）

○国保・被用者保険の６５歳から７４歳の
前期高齢者の偏在による保険者間の
負担の不均衡を、各保険者の加入者
数に応じて調整。

前期高齢者交付金

医療給付費等総額：約９３，７００億円
市町村への地方財政措置：１，０００億円

国 計：３０，７００億円
都道府県計： ７，９００億円
市町村計： １，０００億円

公費負担額

国民健康保険への現状の公費負担 4.0兆円
厚生労働省資料より

国3.1兆円

地方0.9兆円
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2,721
2,935

30

年金特別会計へ繰入（政管健保）

全国健康保険協会保険給付費補助金

船員保険特別会計へ繰入

一般被保険者の給付費に

対する国庫負担

（給付費の13.0％）

237
857
45

1,459

老人保健医療費拠出金年金特別会計へ繰入

後期高齢者医療費支援金年金特別会計への繰入

全国健康保険協会老人保健医療費拠出金補助金

全国健康保険協会後期高齢者医療費支援金補助金

後期高齢者支援金に

対する国庫負担

（支援金の16.4％）

政管健保への公費（国庫）負担の現状 0.8兆円

（億円）
国の予算書から抜粋（2008年度当初予算）

予算は現金主義なので、おおむね前年度の老人保健の3月分と今年度の後期高齢者医療制度の4月～翌年2月分が対象である。老人保健の拠出金は
給付費の5割、後期高齢者医療制度の支援金は給付費の4割なので、前年度3月1か月分は1割分多い。一方、医療費が上昇しているので後期高齢者の
翌年3月分は、4月～翌年2月分の11か月分の1より多いと推察される。したがって、予算書の3月～翌年2月の値と、後期高齢者の4月～翌年3月（満年

度）の値はほぼ同じであるとみなした。

一般被保険者の給付費に
対する国庫負担

5,686億円

後期高齢者支援金に
対する国庫負担

2,598億円
計8,283億円
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2008年度の後期高齢者医療制度はスタートラインと位置づけ、公費負担割合は段階的に引き

上げます。過去の老人保健制度でも、公費負担割合が引き上げられた経緯があります。現行制
度から、毎年５ポイントずつ公費負担割合を引き上げれば、10年目には公費９割を達成できます。

「医療費」に対する公費負担
割合の段階的引き上げ

対給付費では約5割

高齢者（75歳以上）のための医療制度 公費負担割合引き上げに向けて

過去の老人保健法の改正

「給付費」に対する公費負担割合
の段階的引き上げ

日本医師会案

〜2002.9 ～2003.9 ～2004.9 ～2005.9 ～2006.9 2006.10～ １年目 ２年目 ３年目 ９年目 １０年目

厚生労働省「医療制度改革試案」

－70歳以上から段階的に75歳以上に

－75歳以上は1割負担

－公費負担割合を3割から段階的に5割に

2001.9

健康保険法等の一部を改正する法律成立2002.7

与党「医療制度改革大綱」2001.11
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給付費

医療費

現在、新たに保険料を支払うようになったこと、保険料の上昇が見込まれていることのほか、年
金からの天引きもあいまって、保険料徴収は高齢者に大きな不安をもたらしています。日本医師
会案では徴収する保険料を最低限にします。
また高齢者の方は、複数の疾患に長期にかかる傾向にあり、病気になれば誰もが弱者になるの
で、一部負担も所得によらず一律としてます。

高齢者は保険料と一部負担あわせて医療費の１割

保険料・
一部負担

1割

公費
9割

日本医師会案
高齢者

（75歳以上）

のための医療制度

現行
後期高齢者
医療制度

公費
5割

支援金
4割

保険料
1割

一部負担
1割

今後保険料が上がる不安、年金天引きの不安を限りなくなくすために、
保険料は最低限に。患者一部負担は、所得によらず一律。
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組合健保

公費
4.0兆円

一般医療保険の保険料と公費（2008年度予算）

一般医療保険は、公費投入がなくなるので収入減となります。一方で後期高齢者支援金支出もな
くなるので、収支は当面均衡します。今後財源不足が生じた場合には、事業主負担の見直し、保
険料上限の引き上げ、被用者保険の保険料率の公平化を行った上で、財政調整を強化し、対応
いたします。

収入
保険料
５兆円

保険料
６兆円

国 保 政管健保

保険料
６兆円

組合健保

保険料
２兆円

共済

国 保 政管健保 共済

一般医療保険は財政調整を強化

日本医師会
案の財源

財政調整

*共済組合の分は推計。組合健保（2008年度53億円）、
共済組合への国庫補助（2006年度約45億円）も若干

あるが除いて図示。政管健保には船員保険を含む。

１．事業主負担の見直し
２．保険料上限の引き上げ
３．被用者保険の保険料率

の公平化

公費
0.8

医療費 ２０兆円
後期高齢者

支援金
4.7兆円

支出

国保、政管健保の公費がなくなるので、国保、政管健
保で財源が不足していく可能性がある（現在は均衡）
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非正規雇用にも被用者保険の道を開き
事業主は一定の負担を果たすべき

事業主負担の見直し

国民医療費に対する事業主負担の割合が減少していますが、これには非正規雇用者の増加と
いう背景もあります。また国保では、一般世帯（除退職世帯）で、被用者世帯が増加するとともに、
無職の世帯が半数を超えております。非正規雇用者となって国保に加入し、その後、無職になっ
てしまう人も少なくないのではないかと推察されます。 雇用形態別雇用者構成比

79.1 78.5 76.8 76.4 75.1 74.0 72.8 70.6 69.6 68.6 67.4 66.5

20.9 21.5 23.2 23.6 24.9 26.0 27.2 29.4 30.4 31.4 32.6 33.5

0.0

50.0

100.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

（年）

正規 非正規

*総務省「労働力調査」。2001年までは毎年2月。2002年以降は年平均。

（％）

市町村国保　一般世帯における被用者と無職の世帯

24.5 24.3 23.9 23.6 23.4 24.9 24.8 24.7 26.2 25.3 25.4

39.1 40.0
42.6 43.5 45.2 46.4 48.4 48.7 47.3 49.3 50.3

20.0

40.0

60.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

（年度）

被用者 無職（％）

*厚生労働省「国民健康保険実態調査」擬制世帯を除く一般世帯

医療費に占める事業主負担費用の比率

24.5 24.7 25.1 25.0 24.7 24.5 24.4 23.4 22.9 22.6 22.7 22.4 21.7 20.9 20.6 20.2

34.3 34.9 35.7 36.0 36.2 36.7 37.1 36.4 36.2 36.8 36.1 35.9 34.9
33.2 32.1 31.2

20.0

30.0

40.0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

（年度）

国民医療費に占める事業主負担

（別掲）一般医療医療費に占める事業主負担

*厚生労働省「国民医療費」「老人医療事業年報」

（％）
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民間給与の格差が広がりつつありますが、被用者保険においては、年収約2,000万円までしか保
険料が比例しません。これを、仮に年収3,000万円まで比例させれば、約0.1兆円、年収突き抜けで
比例させれば、2兆円以上の増収になります。

保険料の上限の見直し－被用者保険－

標準報酬月額121万円×12か月＋標準賞与540万円＝1,992万円

年収3,000
万円まで

比例させた
場合

給与所得者　給与階級別人数の比率

31.3

60.2

8.1
0.2 0.2

0.0

40.0

80.0

200万円
以下

200～
800

800～
2,000

2,000～
2,500

2,500万円超

（％）

*国税庁「平成18年　民間給与実態統計調査」

年収2,000万円超は0.4％（約15.5万人）

約0.1兆円の増収

年収
突き抜けで
比例させた

場合 2006年度 民間給与総額 200.0兆円×82.000/00＝16.4兆円
※単純な差し引きでは2.5兆円だが、この時点では、2008年度から後期高齢者医療制度に離脱した高齢者分を含んでいるため。

2006年度 保険料収入 13.9兆円（被用者保険のみ）
中央社会保険医療協議会「第１６回医療経済実態調査の結果速報－平成19年6月実施－」

2兆円以上の増収※ 非正規雇用の
適用分を含む

後期高齢者医療制度へ離脱すると推計される分を除く

年収上限を3,000万円に設定し、
2,000万円～3,000万円の被用者の平均年収
を2,500万円とすると・・・

15.5万人×（2,500万円－1,992万円）×82.000/00
＝646億円
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国民健康保険では、所得なしの世帯が増加しつつあります。一方で、所得500万円以上の世帯も
5.2％ありますが、国民健康保険では、所得約490万円で保険料上限の53万円（2006年度）に達し
ます。これを仮に800万円まで比例させると、約0.2兆円の増収になります。

保険料の上限の見直し－国民健康保険－

県庁所在地で資産割を課さない保険者の場合。したがって上記の資産割は0。1.89人は国保における平均世帯人数

（所得－基礎控除33万円）×所得割9.9％＋資産割0＋（均等割26,566円×1.89人）＋平等割26,630円
⇒所得490万円で賦課限度額の53万円に（2006年度。2007年度は56万円に引き上げられている）

賦課限度額を
84万円に

した場合

保
険
料

800万円

所得800万円で
保険料84万円

イメージ図 所得490万円以上の世帯は5.2％*1）

所得490～800万円の平均所得が650万円
とすると、平均保険料は69万円

約0.2兆円の増収

（69万円－53万円）×国保2,263万世帯
×5.2％＝1,855億円

所得1,000万円

以上のみ
賦課限度額を

100万円に

した場合

490

保
険
料

800

イメージ図

490 1,000万円

所得1,000万円
保険料100万円

所得1,000万円以上の世帯は1.5％

約0.2兆円の増収

（100万円－53万円）×国保2,263万世帯
×1.5％＝1,595億円

*1）厚生労働省「国民健康保険実態調査」より。所得490万円の区切り
がないため、500万円以上で計算。国保世帯からは、2008年度に後期

高齢者医療制度に離脱すると推測される分を除く

2006年度実績で試算
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378.7361.8415.4369.5285.2平均標準報酬月額（千円）

73.90

組合健保

65.2073.5264.3482.00保険料率（0/00）

私学教職員地方公務員国家公務員

共済組合
政管健保

政管健保
6.8

組合健保
6.1

共済
1.9

現状 合計
14.8兆円

保険料率
公平化

政管健保
6.8

組合健保
6.8

共済
2.2

合計
15.8兆円

政管健保と同じ保険料率にした場合。た
だし共済組合の75歳以上の分は除く*1）。 ＋1兆円

もっとも年収の低い政管健保の保険料率がもっとも高い現状にあります。被用者保険の保険料
率を82.00‰に公平化すれば、約1兆円の増収になります。

被用者保険の平均標準報酬月額と保険料率

保険料収入の試算

*政管健保、組合健保は2008年度見込み。共済組合は2006年度実績。共済は医療給付に相当する短期給付のみを抽出しているものの、医療

以外の給付も行っており完全に単純比較はできませｎ。

*1）2008年度から75歳以上は後期高齢者医療制度の下で保険料を支払うようになったため。2006年度当時、たとえば政管健保では75歳以上の被用者
本人が1.1％ありました。したがって、共済組合も同じ比率として、1.1％分を除いております。政管健保、組合健保は2008年度の数字、すなわち後期高齢

者医療制度への離脱後の数字なので、除く必要はありませｎ。

保険料率の公平化
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国の予算総則で消費税を充てる経費とされているもの（2008年度）

介護

後期高齢者

医療

基礎年金

＜介護給付費に対する国庫負担＞

全国健康保険協会介護納付金補助金

介護給付費等負担金、介護給付費財政調整交付金

＜国保、政管健保の介護納付金に対する国庫負担＞

国民健康保険組合介護納付金補助金

国民健康保険介護納付金負担金、国民健康保険介護納付金財政調整交付金

介護納付金年金特別会計へ繰入

＜後期高齢者医療給付費に対する国庫負担＞

臨時老人薬剤費特別給付金

老人医療給付費負担金、後期高齢者医療給付費等負担金

後期高齢者医療財政調整交付金

＜国保、政管健保の後期高齢者医療支援金に対する国庫負担＞

全国健康保険協会老人保健医療費拠出金補助金、全国健康保険協会後期高齢者医療費支援金補助金

国民健康保険組合老人保健医療費拠出金補助金、国民健康保険組合後期高齢者医療費支援金補助金

国民健康保険老人保健医療費拠出金負担金、国民健康保険後期高齢者医療費支援金負担金

国民健康保険老人保健医療費拠出金財政調整交付金、国民健康保険後期高齢者医療費支援金財政調整交付金

老人保健医療費拠出金年金特別会計へ繰入、後期高齢者医療費支援金年金特別会計へ繰入

基礎年金国家公務員共済組合負担金（各省庁分）

基礎年金特別会計へ繰入

※予算は前年度3月、当年度4月～翌2月の支出なので、「老人保健」という科目が残っている。国保において、「補助金」は組合に対するもの、「負担金」は

市町村に対するもの。

消費税は、予算総則で、基礎年金、後期高齢者医療、介護の国庫負担に充てるとされております。
高齢者の国庫負担割合を高めるということは、医療における消費税の受け皿を拡大するということ
にもなります。

あらたな財源の検討に向けて
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消費税率を15％にすると・・・

基礎年金国庫負担22.3兆円をまかなえるが、

それ以外の余裕はない。

基礎年金を全額税方式でという議論もあります。しかし、仮にそれを消費税の引き上げでまかなうと
すると、消費税率を15％にしても、医療、介護にはまわってきません。

基礎年金
7.0兆円

後期高齢者医療
4.4兆円

介護
1.9兆円

消費税収（消費税率5％）
7.5兆円

国庫
負担

消費
税収入

計13.3兆円

5.8兆円

2008年度

当初予算

消費税収（消費税率15％）
22.5兆円

消費
税収入

基礎年金
全額

税方式

基礎年金
22.3兆円

国庫
負担

2008年2月26日の衆議院予算委員会
舛添厚生労働大臣「平成20年度時点で65歳以降の高齢者約2,800万人すべてに6万6千円支給すると仮定して計算いたします

と、年間の給付総額は22兆3千億円」
額賀財務大臣「約15％の消費税率に上げていかなければならない」

年金・医療・介護を同じ土俵にあげて議論すべきと考えます


